
3 月 27 日付ホーチミン市人民委員会及び同市 Covid-19 予防・対策指導委員会

作成パンフレット「至急実施を要する 12 項目」（仮訳） 

 

グエン・タイン・フォン・ホーチミン市人民委員長兼同市 Covid-19 予防・対

策指導委員長は以下を要求する。 

 

1 １つの部屋において 20 名より多くを集める各種会合及びイベントの中止。

職場、学校及び病院以外において 10 名より多くが集合することを禁止。 

 

2 宗教、信仰、礼拝等各種施設において 20 名以上が集合する活動、宗教儀式

を徹底的に中止する。公共の場における文化、スポーツ、エンターテイメント

等のあらゆる活動の中止。 

 

3 市民は、真に必要な用事がない限り外出を行わない。60 歳以上の人々は外

出せず自宅に留まる。 

 

4 公共の場及び職場においてマスクを着用することを義務付ける。マスクを

着用しない人物との接触、取引、仕事を行わない。 

 

5 常に Covid-19 の予防と対策の意識を高め、ウイルスの感染リスクを避ける

ため最低 2メートルの安全距離を保つ。いつも石鹸で手洗いし、消毒液を使用

し、栄養補給に努め、運動し、健康状態を高める。 

 

6 冷房設備を使用している住宅、マンション、高層ビル、オフィスは、ファ

ンの使用に切り替え、全ての窓を開け、自然換気する。冷房を使用せざるを得

ない場合、最低の設定温度を 27°C とする。住居、職場、家具、身の回りの物

を消毒剤等で衛生に保つ。 

 

7 ガソリンスタンド、薬局、スーパーマーケット、食品・食料品店、必需品

の販売店、診断・治療施設を除き、全てのサービス施設は閉鎖する。 

 

8 高層ビル又はマンションにオフィスを構える組織・企業は、オンライン又

は在宅勤務の体制を優先して選択する。オフィスでは、1部屋 10 名を超えない

ようにし、最低 2メートル以上の距離を確保し、勤務時には個人用の防護措置

を執る。 

 



9 実証されていない、または事実ではない情報を共有、拡散しないこと。市

民は、国家機関のポータルサイト、ホーチミン市の新聞社とラジオ局で情報を

取得し、アップデートする。虚偽の情報を共有、拡散するすべての行為は、法

律の規定に従って厳格に処分される。 

 

10 政府に禁止されていない生産、経営活動を続ける。市民は、オンラインシ

ョッピングを優先的に活用する。 

 

11 14 日間の医療隔離に関する規制を厳守する。医療隔離されている者に対し

て良い条件を整備し、差別を行わない。 

 

12 2020 年 3 月 28 日以降、ホーチミン市は、以下の行為に対して行政処罰を

行う。 

 

－2013 年 11 月 14 日付の政府議定 176/2013/NĐ-CP に従い、公共の場でマスク

を着用しない場合。 

 

－2010 年 9 月 30 日付の政府議定 101/2010/NĐ-CP 及び 2013 年 11 月 14 日付の

政府議定 176/2013/NĐ-CP に従い、管轄機関に要求された隔離に従わない場

合。 

 

－2013 年 11 月 15 日付の政府議定 185/2013/NĐ-CP、2013 年 9 月 24 日付の政府

議定 109/2013/NĐ-CP、2015 年 11 月 19 日付の政府議定 124/2015/NĐ-CP 及び

2016 年 5 月 27 日付の政府議定 49/2016/NĐ-CP に従い、管轄機関に許可されて

いない医療用マスクを販売する場合。 

 




